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第
一
部
総
会
の
司
会
を
、
湖
東
京
至
（
事
務
局
長
、
静
岡
大
学
教
授
）
が
、
第
二
部

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
を
、
辻
村
祥
造
（
事
務
局
、
税
理
士
）
が
担
当
し
た
。

当
日
は
、
学
者
、
弁
護
士
、
税
理
士
、
中
小
事
業
者
、
そ
し
て
業
者
団
体
や
労
働
組
合

な
ど
三
九
名
の
参
加
を
得
て
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。

第

一
部

総

会

報

告

総
会
で
は
、
一
年
間
の
経
過
報
告
と
来
年
度
活
動
方
針
案
の
提
起
を
、
村
上
晴
男
（
事

務
局
、
税
理
士
）
が
行
っ
た
。

こ
の
一
年
間
は

「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
（
仮
称
）
と
「
税
務
行
政
手
続
法
」
（
仮
称
）

の
法
制
化
へ
向
け
て
、
国
会
議
員
へ
の
働
き
か
け
が
始
ま
り
、
国
会
議
員
に
よ
る
「
納
税

者
の
権
利
を
考
え
る
勉
強
会
」
の
発
足
と
、
四
回
に
わ
た
り
勉
強
会
が
行
わ
れ
た
こ
と
、

そ
し
て
現
在
、
議
員
立
法
の
提
案
が
で
き
る
よ
う
、
参
議
院
の
法
制
局
の
協
力
を
得
て
検

討
し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

四
月
八
日
に
は
参
議
院
予
算
委
員
会
で
「
納
税
者
の
権
利
を
考
え
る
会
」
の
事
務
局
担

当
山
口
哲
夫
参
議
院
議
員
が
質
疑
と
納
税
者
の
権
利
憲
章
制
定
の
必
要
性
を
指
摘
し
た
。

決
算
報
告
と
予
算
案
に
つ
い
て
吉
本
貢
（
事
務
局
、
税
理
士
）
お
よ
び
次
期
役
員
の
提

案
を
湖
東
京
至
（
事
務
局
長
）
が
行
っ
た
。

テ
ー
マ

m
「
納
税
者
の
権
利
を
考
え
る
勉
強
会
」
が
一
九
九
七
年
六
月
九
日
結
成
さ
れ
、
同
日

活
動
を
開
始
し
た
。

第
一
回
勉
強
会
を
「
納
税
者
の
権
利
宣
言
と
権
利
保
障
の
主
要
先
進
国
に
お
け
る
内

容
と
実
態
」
を
テ
ー
マ
に
国
会
図
書
館
財
政
金
融
課
副
主
査
古
川
浩
太
郎
氏
か
ら
報
告

を
受
け
た
。

（
第
一
集
）

②
第
二
回
勉
強
会
を
一

0
月
七
日
、
テ
ー
マ
は
「
日
本
に
お
け
る
納
税
者
の
権
利
憲
章

の
課
題
」
報
告
者
は
日
本
大
学
法
学
部
教
授
北
野
弘
久
氏
で
あ
っ
た
。

（
第
二
集
）

③
第
三
回
勉
強
会
一

0
月
二
三
日
、
テ
ー
マ
は
「
建
設
業
と
納
税
者
の
権
利
」
報
告
者

は
全
国
建
設
労
働
組
合
総
連
合
税
対
部
長
須
藤
一
三
氏
で
あ
っ
た
。

（
第
三
集
）

同
日
、
テ
ー
マ
は
「
税
理
士
業
務
と
納
税
者
の
権
利
」
報
告
者
は
税
理
士
益
子
良
一

氏
で
あ
っ
た
。
（
第
三
集
）

④
第
四
回
勉
強
会
を
一
―
月
一
九
日
、

「
税
金
裁
判
と
納
税
者
の
権
利
」

「
納
税
者
の
権
利
を
考
え
る
勉
強
会
」

経
過
と
そ
の
後

T
C
フ
ォ

ー
ラ
ム
本
年
度
活
動
方
針

つ
く
る
会
）

去
る
四
月
二
五
日
に
東
京
お
茶
の
水
、
お
茶
の
水
ス
ク
エ
ア
C

|
―
四
会
議
室
で
、

C
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
定
期
総
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム

四
月
＿l

五
日

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
納
税
者
の
権
利

の
定
期
総
会
を
開
催
！ 憲

叫如叫叫入 叫如叩如叫
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Taxpayer Charter（納税者憲章）
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の

発
行

「
納
税
者
の
権
利
憲
章
」
を
つ
く
る
会

(
T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
事
務
局

東
京
都
新
宿
区
三
栄
町
九

N
I
K
ビ
ル
ニ
階

0
三
（
三
三
五
九
）
七
五
三
0

監
査
報
告
を
経
た
後
、
決
算
及
び
予
算
案
、
ま
た
今
後
、
会
を
運
営
し
て
い
く
役
員
と

活
動
方
針
に
つ
い
て
承
認
さ
れ
て
、
総
会
は
無
事
終
了
し
た
。

第
二
部

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
「
急
迫
す
る
わ
が
国
に
お
け
る
納
税
者
権
利
憲
章
の
制
定
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
①
国
会
に
お
け
る
納
税
者
権
利
憲
章
制
定
の
動
き
を
笠
井
亮
参
議
院
議
員

（
納
税
者
の
権
利
を
考
え
る
会
I

国
会
議
員
）
②
韓
国
に
お
け
る
納
税
者
権
利
憲
章
制
定

と
国
税
庁
の
訪
韓
質
疑
を
北
野
弘
久
日
本
大
学
教
授
．

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
代
表
委
員
の
各

報
告
を
受
け
て
討
論
を
行
っ
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
レ
ジ
ュ
メ

・
資
料
は
、
冊
子
に
し
て
、
会
員
に
配
布
す
る
予
定

で
あ
る
。

最
後
に
運
営
委
員
を
代
表
し
て
、
鈴
木
章
税
理
士
か
ら
、
閉
会
の
あ
い
さ
つ
を
受
け
、

総
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
了
し
た
。

（
「
納
税
者
の
権
利
憲
章
を
つ
く
る
会
は
」
）
は
会
則
に
則
り
、
我

が
国
に
お
け
る
納
税
者
（
タ
ッ
ク
ス
・
ペ
イ
ヤ
ー
）
の
権
利
確
立
、
納
税
者
の
権
利
保
護

の
た
め
、
「
納
税
者
権
利
憲
章
」
（
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
及
び

「税
務
行
政
手
続

法
」
）
の
制
定
を
目
指
し
、
以
下
の
諸
活
動
を
行
う
。

一
、
「
納
税
者
権
利
憲
章
」
「
納
税
者
権
利
基
本
法
」
「
税
務
行
政
手
続
法
」
な
ど
の
法

制
定
を
目
指
し
各
党
、
各
議
員
に
対
し
要
請
行
動
を
行
う
。

二
、
ニ
ュ
ー
ス

(
T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
中
央
情
報
）
を
随
時
発
行
す
る
。

三
、
納
税
者
に
対
す
る
権
利
侵
害
の
実
情
を
調
査

・
集
約
し
、
広
く
世
論
に
訴
え
る
。

四
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
随
時
開
催
す
る
。

五
、
全
国
各
地
に
お
い
て
こ
の
運
動
を
推
進
す
る
。

六
、
会
員
の
拡
大
を
行
い
組
織
を
強
化
す
る
。
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フ
一
自
至

ォ ラム収支決算
l 9 9 7年 4月 l日

l 9 9 8年 3月3l日

書 賛

（単位 円）

収 入 の 部 支 出 の 部

科目 予算額 決算額 内 訳 科目 予算額 決算額 内 訳

前年度繰越 1,417, 704 1,417,704 総会費 360,000 301, 172 お茶の水スクエア会場費 98,542 

普通預金 1, 319, 934 （使用料） （含む看板代）

手持現金 97,770 テープ起こし代 42,630 

1,417, 704 講師車代 (3名） 160,000 

会費収入 2, 100, 000 1, 692, 400 通信費 50,000 35,955 事務所電話代

受取 利 息

゜
1, 002 印刷発送費 1, 200, 000 1, 190, 187 西桜印刷 890,000 

（ニュース 1回、パンフ 3種類）

発送切手代など 300, 187 

支払手数料 12, 000 13,320 郵便振込手数料

支払家賃 240,000 240,000 事務局家賃 20, 000 X 12 

予備費 100,000 96,739 国会議員への資料・書籍代

次期繰越金 1, 555, 704 1, 233, 733 普通預金 l,224, 929 手許現金 8,804

合計 3, 517, 704 3, 111, 106 合計 3,517,704 3,111,106 

監 査 報 告 書

TCフォーラムの自 1997年 4月 1日～至1998年 3月31日の会計監査を行ったところ、会計処理、帳票の保存等すべてに適正に処理されていることを

報告致 します。
1998年 4月17日 会計監査

同

呼
び
か
け
人
代
表

呼

び

か

け

人

同同同同同同

者

参
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

衆
議
院
議
員

参
議
院
議
員

参
議
院
議
員

参
議
院
議
員

参
議
院
議
員

参
議
院
議
員

山

口

吉笠中志金

岡井 尾苫

哲 吉 則

田

濱大

田 渕

誠健絹

「
納
税
者
の
権
利
を
考
え
る
勉
強
会
」

子
（
社
民
党
）

-
（
社
民
党
）

-
（
民
主
党
）

裕
（
社
民
党
）

幸
（
民
主
党
）

亮
（
共
産
党
）

典
（
共
産
党
）

夫
（
新
社
会
党
）

早

斎
川

藤

孝 行

豊

⑲

⑲

 

報
告
者
は
弁
護
士
鶴
見
祐
策
氏
で
あ
っ
た
。
（
第
三
集
）

同
日
テ
ー
マ
は
「
中
小
企
業
と
納
税
者
の
権
利
」
報
告
者
は
全
国
商
工
団
体
連
合
会

常
任
理
事
早
坂
義
郎
氏
で
あ
っ
た
。
（
第
三
集
）

以
上
四
回
に
渉
る
勉
強
会
で
は
「
経
済
大
国
日
本
が
先
進
資
本
主
義
国
の
な
か
で
納

税
者
の
権
利
問
題
で
一
番
遅
れ
て
い
る
こ
と
、
特
に
カ
ナ
ダ、

イ
ギ
リ
ス
等
で
は
納
税

者
を
お
客
様
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
、
日
本
で
納
税
者
の
権
利
憲
章
を
作
成
す
る
場
合
の

課
題
、
中
小
企
業
者
等
各
業
者
の
現
在
の
問
題
点
、
裁
判
で
争
わ
れ
て
い
る
問
題
等
に

つ
い
て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
報
告
の
な
か
か
ら
法
制
化
の
必
要
性
を
痛

感
し
た
。

⑤
議
員
立
法
の
提
案
が
出
来
る
よ
う
、

参
議
院
内
の
法
制
局
の
協
力
を
得
て
検
討
中

（
会
議
4
/
2
0
、
4
/
2
7
予
定
）

⑤

四

月

八

日

参
議
院
予
算
委
員
会
の
一

九
九
八
年
度
予
算
案
の
総
括
質
問
で

「納
税
者

の
権
利
を
考
え
る
勉
強
会
」
の
事
務
局
担
当
山
口
哲
夫
参
議
院
議
員
が
別
紙
の
よ
う
な

質
疑
意
見
を
述
べ
た
。

橋
本
内
閣
、
大
蔵
省
は
「
諸
外
国
で
言
う
納
税
者
の
権
利

・
憲
章
は
、
憲
法
、
国
税

通
則
法
な
ど
租
税
法
規
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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フ オ フ ム 予 算

自

至

1 9 9 8年 4月 1日

1 9 9 9年 3月31日 （単位：円）

収 入 支 出

科目 内 訳 金 額 科目 内 訳 金額

前期繰越金 1, 233, 733 総会費 総会関係費（含む講師謝礼） 360,000 

郵便貯金

゜
通信費 電話代 50,000 

普通預金 1, 224, 929 印刷発送費 ニュース 2回 400,000 

現金手許在高 8,804 パンフ・封筒等印刷費 800,000 1, 200, 000 

支払家賃 @2万円 X12=240, 000 240,000 

会費収入 個人 6, 000X250= l, 500, 000 2, 100, 000 支払手数料 12,000 

団体 600,000 予備費 100,000 

次期繰越金 1, 371, 733 

合計 3,333,733 合計 3, 333, 733 

会
I 

事 運 代

計
! 

務 営 表 区

.ITil. 臣七 局 委 委 分
事 員 員 員

早)1 |西） | | 吉本村上益子村辻中田木鈴湖東勝野 吉本村上松岡益子鶴見村辻谷山鈴木早坂東湖野河小池井金粕谷橋本村石藤須 暉峻北野大〗江村石池上 氏

孝行進 貢男晴良一祥造嘉男章京至圭司 貢男晴寛良一祐策祥造治雄章義郎至京先幸造清吉江晴和枝耕治一三 子淑久弘 善治惇
名

税経炉理税
税経新人会 理士税 税理士 理士税 連全商 不公税嬰平な 大学教授静岡 連全建総

会

l >所長た税法 税法

所

9 9 [ <
生活経済学 税財政法・ 評論家 憲芸論法冒・政学財租． 

属
| 

理税士 税理士 等
I 

| 

I 

り＇ 
＼ 

一
九
九
八
年
度
・

T
C
フ
ォ

ー
ラ
ム
役
員
名
簿
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2
 八 七

次
項
に
規
定
す
る
変
更
の
申
出
に
関
す
る
事
項

六

質
問
又
は
検
査
を
す
る
日
時
及
び
場
所

五
質
問
を
す
る
事
項
又
は
検
査
を
す
る
物
件

四
質
問
又
は
検
査
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項

相
手
方
の
氏
名
（
法
人
に
つ
い
て
は
、
名
称
）
及
び
住
所
又
は
居
所

足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

国
税
通
則
法
の

T
C
フ
ォ
ー
ラ
ム
定
期
総
会
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
討
議
を
受
け
て
、
五
月
一
七
日
大
淵
議
員
に
「
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
」

の
そ
う
入
に
つ
い
て
要
望
、
五
月
ニ
―
日
参
議
院
法
制
局
か
ら
大
淵
議
員
に
回
答
さ
れ
た
改
正
後
条
文
は
次
の
と
お
り
と
な
っ
た
。

国
税
通
則
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
節

第
一
条
の
一

賦
課
課
税
方
式
に
よ
る
国
税
に
係
る
税
額
等
の
確
定
手
続
（
第
三
十
一
条
ー
第
三
十
三
条
）
」

賦
課
課
税
方
式
に
よ
る
国
税
に
係
る
税
額
等
の
確
定
手
続
（
第
三
十
一
条
ー
第
三
十
三
条
）

（
税
務
行
政
運
営
の
基
本
理
念
）

二
条
の
二
•
第
三
十
三
条
の
三
）

税
務
行
政
の
運
営
は
、
国
民
の
納
税
義
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
履
行
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
公
正
を
旨
と
し
て
行

国
税
当
局
は
、
税
務
行
政
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
得
る
た
め
、
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
税
務
行
政
に
関

す
る
国
民
の
意
見
、
苦
情
等
に
誠
実
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
税
庁
、
国
税
局
、
税
務
署
及
び
税
関
の
当
該
職
員
は
、
そ
の
職
務
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
に

常
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
国
民
が
納
税
に
関
し
て
行
っ
た
手
続
は
、
誠
実
に
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
尊
重
す
る
こ

（
税
務
行
政
運
営
の
基
本
方
針
）

第
一
条
の
三

国
税
庁
長
官
は
、
前
条
に
定
め
る
税
務
行
政
運
営
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
税
務
行
政
の
運
営
の
基
本
と
な
る

（
税
額
の
確
定
に
係
る
調
査
の
た
め
の
質
問
又
は
検
査
の
事
前
通
知
等
）

第
三
十
三
条
の
一

所
得
税
法
第
二

国
税
庁
、
国
税
局
、
税
務
署
又
は
税
関
の
当
該
職
員
は
、
納
付
す
べ
き
税
額
の
確
定
に
係
る
調
査
の
た
め
の

三
十
四
条
第
一
項
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
（
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
単
に
「
質
問
」
又
は
「
検
査
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
質
問
又
は
検

査
を
す
る
日
の
十
四
日
前
ま
で
に
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
検
査
を
し
よ
う
と
す
る
物
件
が
隠
滅
さ
れ
る
等
調
査
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
に
な
る
と
認
め
る
に

当
該
職
員
の
氏
名
及
び
所
属
す
る
官
署

調
査
を
必
要
と
す
る
理
由

そ
の
他
大
蔵
省
令
で
定
め
る
事
項

前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
当
該
通
知
を
し
た
国
税
庁
、
国
税
局
、
税
務
署
又
は
税
関
の
当
該
職
員
に
対
し
て
、
質
問
又

第
四
節
質
問
又
は
検
査
の
事
前
通
知
等

第
二
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

方
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
を
旨
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
四
節
質
問
又
は
検
査
の
事
前
通
知
等
（
第

「
第
三
節

を

-
部
を
改

す
る
法
律

（
案
）

に
改
め
る
。

」



⑯ ⑮
印
刷
税
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

⑭ ⑬
 

⑫ ⑪
 

⑩
石
油
ガ
ス
税
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

⑨
 

⑧
 

⑦
 

⑥
酒
税
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

⑤
 

④
 

②
 

2
 

ー 3
 

た
ば
こ
税
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
一

揮
発
油
税
法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

地
方
道
路
税
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

石
油
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第

輸
入
品
に
対
す
る
内
国
消
費
税
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

航
空
機
燃
料
税
法
第
一
九
条
第

電
源
開
発
促
進
税
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
六
条
の
四
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

問
又
は
検
査

律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
宵

国
税
庁
、
国
税
局
、
税
務
署
又
は
税
関
の
当
該
職
員
は
、
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
質
問
又
は
検
査

を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
に
対
し
、
同
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

第
三
十
三
条
の
三

国
税
庁
長
官
、
国
税
局
庁
、
税
務
署
長
又
は
税
関
長
は
、
当
該
職
員
が
質
問
又
は
検
査
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

当
該
質
問
又
は
検
査
の
相
手
方
に
対
し
、
当
該
質
問
又
は
検
査
に
係
る
調
査
の
結
果
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
国
税
通
則
法
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を

経
過
し
た
日
以
後
に
行
わ
れ
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
質
問
ま
た
は
検
査
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

税
務
行
政
の
運
営
に
つ
い
て
、
基
本
理
念
を
明
ら
か
に
し
、
及
び
彗
本
方
針
を
策
定
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
国
税
に
関

す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
の
事
前
通
知
制
度
を
創
設
す
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法

納
付
す
べ
き
税
額
の
確
定
に
係
る
調
査
の
た
め
の
政
令
で
定
め
る
国
税
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

法
人
税
法
第
一
五
三
条
又
は
第
一
五
四
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
一
五
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

地
価
税
法
第
三
十
六
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

消
費
税
法
第
六
十
二
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
質

③
相
続
税
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

質
問
又
は
検
査
の
例

号
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
一

①
所
得
税
法
第
二
三
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査

理

由

附

則

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
税
額
の
確
定
に
係
る
調
査
の
結
果
に
関
す
る
情
報
の
提
供
）

書
面
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
検
査
を
す
る
日
時
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）


